
与謝野町立野田川地域こども園（仮称）の設置・運営に係る意向調査について 

 

（意向調査の考え方） 

・野田川地域における認定こども園の設備については、民間活力の導入を視野

に入れた形で進める。（「与謝野町幼保連携型認定こども園整備計画」より） 

・平成３４年度に開設予定の野田川地域こども園の設置・運営をする意向があ

るかどうかを確認するため、次の条件で意向調査を実施する。 

（ 条 件 ） 

○ 与謝野町中小企業振興基本条例に基づき、与謝野町内において、社会福祉

事業若しくは就学前の保育・教育事業を１０年以上運営している法人で、

調査日（6/25）現在において、社会福祉法人若しくは学校法人の法人格を

有していること。 

 ○上記の条件に見合う与謝野町内の社会福祉法人、学校法人（５法人） 

   社会福祉法人与謝郡福祉会 × 

社会福祉法人北星会 ○ 

社会福祉法人よさのうみ福祉会 × 

社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会 × 

学校法人聖パウロ学園 ○ 

 

・調査期間 平成３０年６月２５日～平成３０年７月２０日まで 
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